
マイナンバーカードをお持ちでない方へ

富士フイルムグループ健康保険組合

マイナ保険証ニュース ④

※ マイナ保険証・・健康保険証の利用登録をした

 マイナンバーカード

７月９日 小田原市役所に協力を頂き、「マイナンバー申請・マイナ保険証登録会」を実施しました。

小田原サイトにてマイナンバーカード出張登録会を実施！

皆様も「マイナ保険証」の準備をお願いします！ 

２０２５年１２月２日から健康保険証（プラスチックカード）は使用できなくなり、「マイナ保険証」での受診と

なります。「マイナ保険証」の登録には、マイナンバーカードの申請が必要になります。

役所に行かなくても、商業施設や公民館等でマイナンバーカードの申請ができる自治体も多くあります。

小田原サイトで実施した登録会のように「対面でのサポート」「写真を無料で撮ってくれる」など、簡単に申請が

できます。一度、お住まいの自治体のホームページをご確認ください。

【登録会の様子】

参加された皆様からは、「対面でのサポートや職場で申請ができる、写真を無料で撮ってもらえるのは

助かる」などの声をいただき、イベントは好評でした！！
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